
令和７年５月発行

　　サービスの詳しい内容等は、日の出町役場いきいき健康課 高齢支援係 までお問合せください。

名　　称 必要なもの

①

寝具洗濯乾燥
消毒サービス

②

給食サービス

③

介護用品等
給付

④

理髪サービス

⑤

⑥

⑦

火災安全
システム

⑧

ひとり暮らし
高齢者セーフ
ティーネット

⑨

介護保険負担割合と
同じ

ひとり歩き
安心アップ

事業

認知症高齢者等の日
常のひとり歩きに安心
感と安全を確保し、介
護者の負担を軽減しま
す。

①ひとり歩き安心アップ登録
登録内容を警察、包括支援セン
ターへ共有 認知症の症状により行方不明にな

るおそれがある町民の方
※「見守りシール交付事業」に関し
ては、「ひとり歩き安心アップ登録」
に登録いただいた方が対象

無料
（見守りシール最大４０枚、不足する場合

は実費）

●申請書
●写真
●緊急連絡先
（最大３名）②見守りシール交付

二次元コードが印刷された見守り
シールを配布

住宅改修給付

お住まいの住宅設備を
改修し、日常生活の自
立支援や自宅での転
倒事故を予防します。

●申請書
●計画図面
●施行前写真
●工事見積書
●持ち家以外は、所有者
の承諾書と賃貸借契約
の写し

家庭内での緊急時に
専用通報機で東京消
防庁に通報し、迅速な
援助・救助を行いま
す。

ひとり暮らしの高齢者
が家庭内で緊急の事
態に陥ったとき、異常
発生を通報することに
より、高齢者の救援等
を行います。

緊急通報
システム

火災発生時に専用通
報器で東京消防庁に
通報し、迅速な救助・
消火活動を行います。

 新規設置20,328円
緊急通報システ
ム設置者は除く

交換時　17,831円

  新規設置11,154円
  (コンセント新設の場合、別途本人負担
あり)
  交換時
  （6年ごと） 9,317円

65歳以上の在宅の方で要介護認定
の結果が要支援１以上の方

無料
●申請書
●印鑑

給付額の２割
65歳以上の在宅の方 で要介護認
定の結果が非該当の方

調理が困難な方に定
期的に栄養バランスの
良い食事を配食しま
す。

普通食 1食356～394円
カロリー・塩分調整食等
　　　　 １食610～620円

●申請書
月曜日から金曜日で
週２回希望する曜日

（昼食）

65歳以上のひとり暮らしで、寝たき
りまたは心身機能の低下により、防
火等の配慮が必要な方

65歳以上の在宅の方で要介護３以
上の方

１回　500円
理容院に行くことが困
難な方に、訪問理髪
サービスを行います。

●申請書
●医師意見書
●印鑑

●申請書
●医師意見書
●印鑑

寝具の洗濯や乾燥消
毒を行います。【玄関
先まで布団を出してい
ただく必要があります】

65歳以上のひとり暮らしまたは高齢
者世帯で、慢性疾患等で常時注意
を必要とする方
【環境】機器が設置できる電話回線
であること

●申請書

介護用品（紙おむつ
等）を給付し、在宅介
護にかかる経済的負担
の軽減を行います。

●申請書
●印鑑

町で選定した介護用品の中から限
度額（4,000円）の範囲内で月１回
給付

理髪サービス券を1年度６枚まで
交付
(年度の途中に交付の場合は、２ケ
月に１枚の割合で交付)

無料
（限度額以上は実費）

●申請書
●印鑑

住民税非課税の65歳以上の在宅
の方で、要介護４・５、もしくは寝た
きりまたは失禁状態が認められる方
【対象外】生活保護受給者

　　介護保険サービスとは別に、日の出町が独自に実施している高齢者向けの福祉サービスです。
　　町内在住の方で対象要件を満たしていれば、申請により各種サービスがご利用いただけます。

　　　　　電 話　０４２－５８８－５３６８（直通）
サービス内容 本人負担

65歳以上のひとり暮らしまたは高齢
者世帯の方

乾燥　１回　　　 240円
洗濯　１枚 60～600円

給付・提供内容 対象要件

乾燥消毒　年10回
洗濯　　　　年 2回

65歳以上のひとり暮らしまたは高齢
者世帯、これに準ずる世帯の方

①住宅改修予防給付
▼手すり設置・段差解消・便器
　洋式化等  …限度額 20万円

②住宅設備改修給付
▼浴槽改修
      限度額 37万9千円
▼流し・洗面台改修
　　　限度額15万6千円
▼便器洋式化
　　　限度額10万6千円

機器を自宅に設置

機器を自宅に設置

セーフティーネット機器を貸与しま
す。
・無線回線装置
・ペンダント式非常ボタン
・GPS非常ボタン
         　　（屋外用）
・無線式非常ボタン
・ライフ監視センサー
              (防犯共用)
・外出認識センサー
             （防犯共用）
・ブザー付煙感知器
・フラッシュライト
　　（状況により設置）

日の出町に住所を有するおおむね
７０歳以上のひとり暮らしの方で、日
の出町に身寄りのない方

「高齢者福祉サービス」です！ ぜひご活用ください。



名　　称 本人負担 必要なもの

⑩

おでかけ支援
ドリームカー

⑪

外出支援バス

⑫

⑬

元気に長生き
奨励金

【令和６年度
より改正】

⑭

シニアはつらつ
補聴器助成事

業

補聴器購入費（1台）
のうち、上限５万円を
超えた額

申請時
●助成交付申請書
●医師意見書
裏面に聴力図(オージオ
グラム)を貼付
●見積書の写し

その後の必要書類は、助
成決定後お知らせしま
す。

公共交通や外出支援
バス等の利用が困難な
方に、日常生活に必要
な場所(買い物・病院
等）へ外出するための
車輌を運行します。

町内の日常生活に必
要な場所へ外出するた
めの車輌を運行しま
す。

寝たきり高齢者等支援
手当を支給します。

認知症の要因の一つ
に挙げられている加齢
に伴う聴力低下の不安
を解消するために、補
聴器購入費の一部を
助成します。

町が助成決定した補聴器の購入費のうち、上限額
（50,000円）の範囲内で給付。
※購入額が助成上限額に満たない場合は、購入費
（千円未満切り捨て）が助成額。

以下の要件をすべて満たす方
・６５歳以上の住民
・中程度難聴以上または、耳鼻咽喉
科医から補聴器が必要と認められた
方
・障害者総合支援法に基づく補装
具としての補聴器の支給を受けられ
ない方
・過去5年以内に、本事業による助
成を受けていない方

月額２０，０００円

令和６年度より
毎年９月１５日現在
満70歳の方
　　　　　　　　      　５，０００円
満77歳の方
　　　　　　　  　    １０，０００円
満88歳の方
　　　　　　　　 　   １０，０００円
満99歳の方
　　　　　　　　    　２０，０００円
満100歳の方
      　            　 ２０，０００円

対象要件

元気に長生き奨励金を
支給します。

サービス内容

町内の老人福祉センター、大久野健康いきいきセン
ターを起点に、普通ワゴン車が循環
［時間］　午前9:00～午後5:00
　　　（8便/日）１経路１時間

なし

無料

寝たきり高齢
者等支援手当

●振込依頼書
●預貯金通帳の写し

下肢等が不自由で歩行又は移動が
常時困難であり、次のいずれかに該
当する方
①65歳以上の在宅の方
②身体障害者手帳か、愛の手帳所
持者
※介助者を必要とする場合、１名に
限り同乗可

要介護４以上及び障害老人の日常
生活自立度Ｂ以上の６５歳以上の方
を介護している同居の三親等内の
親族。
【対象外】
病院等へ入院、介護保険のサービ
スでショートステイの利用、介護保険
施設等へ入所されている方は、その
合計期間が月の半分を超える方。
(対象者の方へは、町から通知いた
します） 　　　　　　　　　　　　・日の出
町に３年以上住所を有していない方
(寝たきり高齢者及び介護者）
・税金等を滞納している方。
・生活保護を受給している方。

なし

※電気代等、実質自己負担していただくものもあります。

●不要

●申請書
●印鑑
●保険証の写し
●手当受給者の口座番
号

●申請書
●印鑑

60歳以上の在宅の方
※介助者を必要とする場合、１名に
限り同乗出来ます

次の①～③全てに該当の方
①町内に３年以上住所がある方
②町が発行する介護保険証をお持
ちの方
③対象年齢は「給付・提供内容」欄
のとおり
（対象者の方へは、毎年９月下旬ご
ろに町から一斉に通知します）
【対象外】　　　　　　　　　　・税金等を
滞納している方。
・生活保護を受給している方。

　　　無料
（有料道路通行料、駐
車料金等は実費）

登録予約制。車椅子送迎車輌で自宅と目的地間を
送迎。
[目的地] 日常生活に必要な場所
[回数]　週１回
[範囲]　近隣市町村で片道30分までの範囲
[時間]　午前9時～正午、午後1時～4時のどちらか１
回（３時間まで。３時間を越える場合や午後４時を超
える場合は、送りのみとなります。）

給付・提供内容


